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 ご紹介頂きました木下です．よろしくお願い致します．今日私は公共事業の進め方，特

に調達の問題についてお話したいと思います．矢田部センター長に紹介して頂きましたが，

私はもともと国土交通省におりました． 

昭和 53年に建設省に入ってから 31年ぐ

らい建設省，国土交通省含めて勤務しまし

た．そのほとんどの間，公共事業の計画づ

くりや実施にかかわっております．そして，

公共事業の発注すなわち調達の問題にも

多くかかわってきました．31 年間のうち

17 年ぐらいは東京ですが，残り 14 年くら

い中部あるいは西日本を中心に現場実務

にかかわりました．特に，公共事業調達の

制度そのものにかかわったのが，建設省の

大臣官房に勤務した平成 7,8 年から 11 年です． 

 

公共事業調達 

一般競争入札を大規模な工事に導入したのが平成 6 年です．一般競争入札の導入に続い

て，平成 9 年頃から VE を含め多様な入札方式の導入，そして今はもう原則化しています

が，いわゆる総合評価落札方式，これを初めて土木工事の発注において試行したのも当時

でございます．それ以来，公共調達制度の改革にいろいろと携わってきました．私が中部

地方整備局の企画部長の頃，平成 17 年にいわゆる「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」というのが施行されました．原則としてすべての工事に総合評価落札方式による一般

競争入札を導入しようと大転換した時期でございます．その後も，いろいろと調達方式の

改革に取り組んできました． 

当時，品質確保の切り札として自信を持って導入した総合評価落札方式ですが，最近い

ろいろと問題があると言われるようになりました．つい二三日前に建設専門紙の一面にあ

った記事を見て，ちょっと我ながらも愕然としました．総合評価落札方式を導入したこと

によって「ゼネコンの施工力が却って劣化した」と書いてあったんです．一般紙と違って

正確な記事を書く専門紙にそういうことが書かれていました．総合評価落札方式を導入し

てもまだ問題があるということです．つまり，調達方式に改善を重ねても，どうしてもな

かなか上手くいかないわけです．その問題の根っこは何かというのが，私の今日のテーマ



であります．調達ルールを定める法制度，つまり明治以来の『会計法』が「癌」じゃない

かと思っています． 

今この公共事業の進め方，特に調達ルー

ルを定めている会計法を見直さないといけ

ない時期にきていると思っています．財政

の逼迫，もう人口が伸びないので，先ほど

の井上部長の話にもありましたが，これか

ら予算が伸びていかない．そして同じ限ら

れたパイの中でストックが増えてきている

ので，維持管理費のウェートが増えてなか

なか新規の建設ができない，そして東北の

復興，これも急がれる．そして東南海・南

海，東海地震，あるいは首都圏直下地震，これがすぐにもくるといわれていますから，そ

の防災対策．そしてミッシングリンクといわれている高速道路網など．こういったニーズ

がまだまだある．一方で，日本では大規模な建設プロジェクトは減ってきていますが，海

外においてはこれから大規模な工事が次々と出てくる．それに対して日本の技術を生かさ

ないといけない．公共事業をとりまく環境がこのように厳しくなっているのですから，公

共事業の執行システムを根本的に改革しようということです． 

この後講演される福田理事長がその委員長をされていた土木学会建設マネジメント委員

会において，一昨年，公共事業改革プロジェクト小委員会というものを設けまして，その

中で，事業マネジメント手法の確立，それから調達ルールを定める法制度の見直しという 2

つの大きなテーマに取り組みました．そして，昨年 8 月に報告を取りまとめたところでご

ざいます．今日は特にこの公共事業の調達の見直しの方を中心にお話をしていきたいと思

います． 

 

講演の内容 

今日の講演としては，1 つは，「癌」とい

う言い方を先ほどしましたけれども，明治

以来変わらないわが国公共調達制度の枠

組み，すなわち会計法の問題点を明らかに

したい．そして 2 点目には，そういうなか

なか変わらない会計法でもですね，昭和に

なって唯一変わったのは，昭和 36 年にい

わゆる低入札防止策が設けられたんです．

この会計法の改正すら 10 年以上かかった

んです．その顛末というのをご紹介したい．



そして最後の 3 点目に，今こそこの会計法

を抜本的に見直さないといけないという

ことで，先ほど言いました土木学会の提言

にも書いた「公共事業調達法」の提案とい

うのをご紹介したいと思います． 

今の社会環境は，よくご存じのように，

こういう悪循環がありますね．景気が悪い，

予算が減る，インフラ整備が停滞して管理

水準も低下する．すると災害によって大き

な被害となる．そして経済競争力が減退し

て，これまた経済が悪化する．こういう悪

循環が起きているわけです．これをこの東

日本の復興をはじめとするインフラ整備

によって，好循環に変えていこうというの

はもちろん重要であります． 

だがそれだけではなくてもう 1つ大きな

悪循環があるというふうに私は言ってい

ます．もう 1 つの悪循環というのが公共調

達制度に起因するものです．何かというと，

予算が減って過当競争に陥る．ダンピング，

そして落札率が低下して安い金額で受注

する．そうすると安くできるんだからもっ

と予算を減らしていいじゃないかという

公共事業縮小論になる．あるいは，無理な

安い値段で受注すると質が低下する．そう

するとインフラの質も低下する．あるいは

安かろう，悪かろうということで不良業者

が跋扈して悪貨が良貨を駆逐する．すると，

地域の防災力が衰える．災害が起きて東北

の方では道路の啓開がすぐに進められましたが，建設業者が疲弊してしまっていると，い

ざという時にああいうことができなくなる．そういう悪循環がこの調達制度の問題として

あると思います． 

今日の多くの方は公共事業に関わっている方が多いと思いますが，念のためちょっと説

明します．今日の大きなテーマ一つ，公共事業調達制度の中で予定価格の問題というのが

あります．これは日本の場合，予定価格以下でないと落札できないという問題があります．

落札する金額が落札価格．一番低い金額で入札した者が落札するとしますと，落札価格を



予定価格で割ったのが落札率です．過当競

争になるとこの落札率がどんどん下がる

という問題があります．この予定価格の仕

組みがこれでいいのかということを今日

議論したいと思います． 

そして，これは声を大に特に経済学者だ

とか，一般紙の記者の人には言いたいわけ

ですが，予定価格というのは，あくまでこ

れは実勢価格なんです．つまり，標準的な

業者が標準的な施工方法で実施する場合

に必要な価格，いわゆる実勢価格を調べて

算定したものを予定価格としています．で

すから予定価格に対する落札価格の比率

が 90 何％はけしからんという論調を、私

は問題だと思っています．むしろ実勢価格，

たとえばパソコンを買うのだって最近「価

格ドットコム」で調べたら実勢価格が分か

りますよね．その実勢価格に近い価格で調

達するのが普通ですから100％に近くてい

いはずですね．公共調達では，その実勢価

格を上限にして拘束しています．会計法に，

予定価格の制限の範囲内で契約の相手方を

決めろとしています．よくテレビやマスコ

ミの論調で言われるのは，この予定価格に

対して落札率がたとえば 9 割というのは高

いと言うんです．これはおかしいですよね．

特に，工事の場合は安けりゃ安いほど得を

したというものではないんです．単品受注

生産，契約する時点ではものがまだできて

ないわけですから，契約してからものをつくるわけですから，無理な安い価格にすると，

手抜きの問題，質の低下の問題がある．そして現地生産ですから，一品一品で価格が変わ

ってくるわけです．単純に電気製品を買うような物品調達の問題とは全く違うということ

を言いたいと思います． 

 

日本の公共調達ルールは特異 

日本の会計法による公共調達ルールは，非常に特異なものです．日本では慣れてしまっ



て当たり前と思って，あまり問題意識はな

いかもしれませんが，国際的に見ると，ま

ずこの予定価格の上限拘束というものは，

海外にはほとんどありません．日本の影響

下にあった韓国とか台湾には残っています

が，それでも日本のような厳格な仕組みで

はないですね． 

日本では当たり前に変更契約で入札する，

あるいは随意契約でも札入れしますね．例

えば 10 億円の工事を例えば杭の本数が増

えたからということで，10 億が 12 億になるという時に，2 億増，予定価格 2 億に対して札

入れしてもらって，2 億を割り込んでやっと契約するわけです．そんなことをしている国は

私が調べた限りはないですね．変更契約とか随意契約というのは，相手が 1 社しかいない

というのに，日本の場合札入れするんですね．世界中ではこんなことはしないですね．相

手が一社しかいないんだったら，これは交渉して価格を決めるしかないわけです．どうい

う中身で，どういうお金でやってくれるんですか．という風な交渉しかないわけです，海

外では随意契約で札入れをするということはしますか，という質問しても通じません．そ

んなことあり得ないと思われている．日本では落札するまで何回でも入札します．私が近

畿地方整備局いた時， 40 回くらい入札を繰り返したという事例が実際にありました．相手

が一社で他に契約相手いないわけですから，予定価格以下になるまで永久に繰り返すんで

す．40 回でも，50 回でも．そして，落札率の議論は予定価格の上限拘束を前提にした議論

なので，こんな議論は海外ではなされない． 

それから官の積算基準．日本では，発注者側が積算して予定価格を設定しますので，発

注者の積載基準をもっと適正に上げてくれとかいう業界から要望があります．こんな議論

も海外ではあり得えないわけです．海外では，積算というのは民間側，受注者側が積算し

て，それに対して発注者側が契約するわけですから，官の積算基準に対して注文されるよ

うなことはない．海外でも官が積算する場合がないことはないです．受注者の積算をチェ

ックするためにやっていることはあります． 

また，日本では予定価格を削る「歩切り」ということばがありますが，「歩切り」という

のも英語に訳しようがないです．歩切りというのは，発注者が予定価格，本来 10 億円の工

事を削って 9 億円にしてしまうということを「歩切り」といいますが，外国人に説明しよ

うがない．なぜ日本だけがそんな特異な仕組みになってしまったのでしょうか． 

 

明治 22 年の会計法にみられる入札制約制度 

もともとは明治 22年の会計法に入札制約制度を定めた時は世界最先端のものを持ってき

たつもりだったんです．フランス，イタリア，ベルギーに習ってつくったんです．アメリ



カには会計法はなかった．ドイツにもまだ

確立してなかった．フランス，イタリア，

ベルギーという最先端の会計法を真似して

つくったつもりなんですが，今や，それら

の国ではどんどん変わっています．海外は．

もう全く違います．日本だけは，昔のこの

予定価格の制限のもとで一般競争入札の原

則というものをそのまんま今も引きずって

います．もっとも，当時ですら予定価格の

厳格な制限というのは海外ではなかったん

ですけどね．フランスとイタリアの会計法に「場合によって予定価格の制限を設ける」と

いうのはありました．厳格なものはなかったんですが，そのフランス，イタリアの予定価

格の制限というのを厳格な形にして持ってきてしまったということです．しかし，一般競

争入札の導入で，安値受注や粗悪工事，不良業者の参入で大混乱となったので，明治 33 年

には勅令で指名競争入札が導入されました．事実上明治 33 年以降はずーっと平成 6 年にな

るまで指名競争入札が主に使われました．平成 5 年に起きた談合問題がきっかけになって，

アメリカの圧力もありましたが，平成 6 年度から大規模工事に一般競争入札を導入したと

いう経緯があります． 

実は，明治 22 年というのは，西暦でいうと 1889 年ですね．1889 年に会計法というのを

つくりましたが，フランスの会計法は 1862 年のものを参考にしました．1862 年のもので

す．フランスも実は使い勝手悪いというので， 1862 年会計法の 20 年後，1882 年に交渉

方式というのを通達で位置づけています．ですから，明治 22 年 1889 年に明治会計法をつ

くった時にはすでにフランスでは交渉方式があったんですね．通達ですが．でもそれは日

本には導入しなかった． 

イタリアについては，1884 年のイタリアの会計法を持ってきました．しかし，実はそれ

よりも 20 年ぐらい前，1865 年に公共事業法というのがあったんです．これほとんど日本

では知られていません．当時日本の大蔵省が海外の調査した時にも，調べた形跡はないで

すね．1865 年の公共事業法というのは，公共事業の発注方式を定めていたんですが，それ

は参考にせずに 1884 年の会計法を持ってきたということです．ベルギーについては 1880

年時点の会計法を参考にしました． 

そして，明治会計法以来，そのまんま日本は基本的に変わってないんですね．ですから，

どうしても使い勝手が悪いから指名競争入札を使うようになった．そして，大正 9 年道路

工事執行令というのがあります．これは当時ダンピングを止めるために，内務省が，道路

法の政令として定めていたんです．その中に最低制限価格制度というのを位置づけました．

道路法の下の政令にも関わらず，この道路工事執行令に定めた最低制限価格が，建築も含

めて全ての公共工事の発注に使われました．ところが，昭和 27 年に新しい道路法が施行さ



れた時にこれが消されてしまったんです．そこで，後で言いますが，昭和 36 年会計法改正

で低入札防止策が位置づけられたわけです．大正 10 年の会計法改正というのは指名競争入

札を法律に位置づけたものです．平成 6 年からは一般競争入札が大規模工事に導入されま

した．平成 17 年には総合評価落札方式による一般競争入札を，基本的に国については全て

の工事に適用しようということで展開しました． 

 

入札契約制度の海外比較 

さて，海外と比べてみましょう．明治会

計法制定当時，どういう風に海外と似てい

たのか．一般競争入札の原則，そして例外

的に随意契約というのはフランス，イタリ

アと同じです．それからフランスには指名

競争入札というケースがあった．日本はこ

の時は取り入れていません．それから「売

り」と「買い」がいっしょの扱いです．売

る時はそりゃ価格だけで決めたらいいでし

ょう．たとえば政府の国有の土地を売るな

ら，一番高い値をつけてくれた者に売ればいいでしょう．だけど，買う時には特に公共事

業の場合はモノが出来てないんですから，ただ安けりゃいいという話じゃないから，「売り」

と「買い」というのは手続きは別に定めるべきですね．しかし，当時はまだフランス，イ

タリアも売買を同じ扱いにしていた．もっともイタリアには公共事業法というのが別にあ

りました．会計法では，物品であろうが工事であろうが同じ扱いでした．予定価格は日本

は厳格に定め，落札基準は最低価格でした． 

これがもう 1970 年前後になると各国は

進化しています．すでにフランスでは提案

募集方式が導入されています．これは今で

言う日本の総合評価落札方式みたいなもの

です．交渉方式は当然入っています．イタ

リアも 1972 年から交渉方式が入っていま

す．そして予定価格の上限拘束については，

日本は必ず定めるとなっていて，厳格です．

フランスの場合は一般競争入札の場合は定

めていました．イタリアの場合は 5 つぐらいのメニューの競争方法のうちの一つというこ

とに過ぎなかった．落札基準については，日本の場合は「最低価格」，一番安いのが良いと

いっていましたけども，フランス，イタリアはすでに「最低価格」または「最も経済的に

有利」の二通りがあります．「最も経済的に有利」というのは，価格以外の要素も含めて総



合評価によって落札者を決定するという意味です． 

そして，現在についてみると，日本は変

わっていませんね．やっと平成 17 年の『公

共工事品質確保の促進に関する法律』とい

う別の法律を議員立法でつくったことによ

って，この会計法で言っている例外的に総

合評価というのが，工事では原則的に適用

することになった．それ以外は変わってい

ない．フランスとイタリアはもう進化して

います．「売り」と「買い」は当然別です．

そして，物品，サービス，工事など調達の

目的物によっていろんな方式を選べるようになっています．落札基準も，「最も経済的に有

利」というのを入れています．日本だけは変わっていない．一般競争入札の原則も変わっ

ていませんね．海外はもうすでに大きな工事はこれじゃいけないということで，大規模な

工事はセレクティブ・テンダリングとかリストリクティブ・テンダリングという，入口は

オープンで会社数を絞って選定してから総合評価で落札者を決めるというのが原則です．

大きな工事は 2 段階入札が原則です．そして，日本は「買い」と「売り」がいまだに同じ

扱い，こういう国はほとんどないですね． 

それから韓国は，日本の統治下にあったの

で日本と同じ会計法がありましたが，それは

もう撤廃して新たな法律ができています．そ

して物品，サービス，工事等の目的物により

多様な調達方式を選べるようにしています．

日本はいまだにいっしょくたです．そして，

交渉手続きがいまだにない．世界中調べまし

たが交渉手続きを定めていない国はないで

すね，韓国，台湾にもすでに入っています．

そして，日本は，予定価格の制限を必ず定め

るというのもいまだに厳格にやっている．どうしてこんな特異な法律を今まで後生大事に

持っていて改正しなかったのでしょうか． 

 

平成 6 年までは指名競争入札制度で運用 

振り返ってみると私自身も長い間発注業務を経験していましたが，平成 6 年頃までは困

ったことはなかったですね．なぜならば，一般競争入札の原則と法律でうたっているけれ

ど，実態上，運用は長年にわたって指名競争入札でしたからね．品質重視の発注者と，過

当競争を嫌う受注者側の双方にとって好ましい指名競争入札方式がずーっと長く行われて



いましたから．要は，会計法を建前通りに使っていなかったからあまり困らなかったとい

うことです． 

予定価格という上限を定めたって，発注者が予定価格を適正にさえ定めてくれれば受注

者としても困らない．適正に定めてくらたら問題ない．発注者にとっても，ある一定の予

算の中で質の高い工事をやってくれれば問題ない．ということで，双方の利害に叶ってい

たということです．価格競争だけで落札者決めていたというのも，問題なかった．今では

談合は悪とされていますが，昔は談合は必ずしも不正行為ではなかった．罪に問われなか

ったということで，調整行為が容認される時代が長く続いていました．ですから，価格競

争だけで落札者決まるという建前が法律で規定されていても，問題はなかったということ

です．以上のことから先ほどの 7 つの欠陥がいずれも問題にならなかった．交渉手続きが

規定されていなくても問題なかったんです． 

 

談合決別宣言以降 

ところが，平成 6，7 年以降というか，問

題が特に顕在化したのは平成 17 年 12 月以

降です．平成 17 年 12 月にいわゆるスーパ

ーゼネコン 4 社が「談合決別宣言」をして，

それ以降本当に調整行為がほとんどなくな

りました．その結果，一般競争入札で一気

に価格競争が激化して，叩きあいになりま

した．交渉手続きもないから技術重視の調

達もなかなか難しい．品質に対する懸念，

それから優良企業が生き残れない，技術が

疲弊・衰退するという大きな問題が平成 17 年以降ぐらいから顕在化してきたんです． 

 

会計法の改正 

ではこの会計法というのは変えられない

のか，そんなに変えるのが難しいのでしょ

うか．難しいんです．でもさっき言いまし

たように，細かい変更は別として昭和以降．

意味のある法改正は 1 回ありました．昭和

36 年だけです．改正までに 10 年以上の年

月がかかりました．さきほど言いました道

路工事執行令で最低制限価格制度を決めて

いたんですが，それが昭和 27 年に新しい道路法ができた時になくなってしまった．そして

それじゃあ競争に歯止めがなくなって価格の叩きあいになるというので，価格の制限を設



けようということになったんです．国会で議論が始まってから会計法改正までに 10 年ぐら

いかかりました． 

 

低入札価格調査制度の導入 

この昭和 36 年に，低すぎる入札を調査

して落札とするかどうか決めるという仕組

みが入れられましたが，その時同時に，価

格以外の要素も含めて総合的に評価をして

落札者を例外的に決めていいよという仕組

みが入りました．これが今，総合評価落札

方式として公共工事に広く使われるように

なったのです．ではなぜこの会計法改正に

こんなに時間がかかったのかという経緯を

レビューします． 

昭和 25 年にすでに，中建審，中央建設業

審議会という当時建設省の審議会で，低入

札防止のため落札価格の制限を設けるべき

じゃないかという提言がありました．それ

を受けて建設省は，建設省が所管している

建設業法の中に最低制限価格制度を位置づ

けたいと，国会で発言しております．会計

法は大蔵省の所管ですが，建設省は自分が

所管している建設業法の方が改正しやすい

と考えたんでしょう． 

しかし，それでも大蔵省の抵抗があった

ようで，建設省は建設業法改正で低入札防

止策を位置づけるのを断念しました．法改

正というのは，建設省所管の法律の改正で

あっても，大蔵省も含めて内閣で合意して

閣議決定しないと提案できないですよね．

そして先ほどの道路工事執行令も失効して

しまって，価格競争の行き過ぎに歯止めの

ない状態が続いた．そして昭和 28 年 8 月

に建設業法改正の修正意見が議員から出さ

れましたが，否決．これを何回も繰り返しています．大蔵省は反対しました．政治主導と

いわれている今だったら役人が「この法律は反対」というのはなかなか発言できませんが，



当時は役人が平気で国会で反対答弁しています．官僚が強かったんですね．そして結局は，

建設省も大蔵省に同調して反対しました．内閣として反対という立場を取ったということ

です． 

当時，後でお見せしますが，田中角栄さんは頑張りました．与党だけでなく野党の議員

も強く働きかけて，やっと大蔵省は重い腰を上げて会計法改正案を出しました．しかし，

それも国会の解散で廃案になってしまいました．その後また大蔵省は動かなくなってしま

ったんですが，有名な事件で，昭和 33 年に東宮御所の工事で間組（はざまぐみ）が一万円

入札というのをして，ニュースになりました．一万円で契約してしまいました．そういう

事件も起きたんで，やはり低入札防止策は必要だということで，再度提案されて今の法律

になっています． 

ところで，都道府県，市町村の発注は会計法ではなくて，地方自治法や地方自治法施行

令によっています．会計法の改正を受けて昭和 38年に地方自治法施行令が改正されました．

国のルールを決める会計法の方は，著しい低入札は調査した上で落札とするかどうか決め

るという「低入札価格調査制度」を導入したんですが，地方自治法施行令の方には，ある

リミットよりも低い価格の場合は落札にならないという「最低制限価格制度」も加えられ

ました． 

昭和 27年 12月に道路工事執行令が失効して，建設省が建設業法改正を検討したけれど，

断念せざるを得なかった時の顛末を少し紹介します．昭和 28 年 6 月，建設事務次官が，「建

設業法の一部改正について関係省と相談中」と発言．そしてその 1 ヶ月後，政府の建設業

法改正案にそれが出てくるかと思ったら出てこなかったんです．それで，どういうことか

といって当時田中角栄議員が国会で発言したんです．「最低制限価格制度を設けるべし」と．

「大蔵省当局の考えのように安くやる人があるならそれにやらせればいいじゃないか，と

いうそんな考えは官僚の考える机上の空想だ．そのような事務官僚の意見を続けていくと

ころに日本の政治の貧困があるんだ」と，なかなかいいことを言っています．そして，小

沢久太郎という議員も追求しました．それに対して建設省の官房長は「低入札工事で特に

事故が多いといった弊害もないし，会計法系統の法令に入れるべきとの議論が出て結論に

至らなかった」と答弁しました．昭和 30 年 7 月には，衆議院で建設省は，建設業法改正の

議員立法に対して，「本法案に反対するとの政府の方針が決まった」と発言しました．大蔵

省の主張を受けて建設省が引いてしまったんですね．もともと建設省がやると言っていた

にもかかわらずです．「低い値段で請け負ったものが必ずしも粗悪であるという実績はない．

指名を厳正に行うとか，工事の監督を厳正にすればいい」というようなことで，建設省も

建設業法改正に反対してしまいました．そして，大蔵省主計局次長の答弁がこうです．「国

家の会計制度というのは恒久制度であり，その時の経済状態に応じて便宜的に動かしてい

くというのはどうか．国家の会計の根本に関する問題なので，その時の経済の病理的な現

象に対応して弾力的に適応していくということでは納税者が安心できない．」と言いました．

この大蔵省の見解は今でも同じです．会計法の調達ルールはもう金閣玉条のごとく変えな



いというのがスタンスです．それでもやっ

と田中角栄議員をはじめとする国会の動き

を受けて，昭和 36 年にこういうふうに「安

すぎて質が悪いと思われる時は，他のもの

のうち最低の価格，つまり 2 番目に安い者

と契約してもいい」という低入札価格調査

制度ができました． 

10 年以上かかりましたが，何とかこれが

できたのは，やっぱり法律の便宜的に弾力

的に運用するという対応ができない問題だ

し，安値受注は，発注者・受注者の双方にとって好ましくなかった．そして長い年月にわ

たって，田中角栄氏をはじめとする熱心な議員がいたからということがあると思います． 

 

予定価格の上限拘束の改正へ 

もう一つの根本問題の予定価格の上限拘

束については，改正するのははるかに難し

いと思います．しかし，最近問題が顕在化

しています．落札率，つまり予定価格に対

する落札の率が，国土交通省発注で従来ず

うっと 98％ぐらいでした．ところが， 1995

年ぐらいから 2006 年ぐらいまでいわゆる

官制談合事件が続発しましたが，談合が厳

しく取り締まられるようになった．そして，

叩きあいが生じてきて，どんどん落札率が

低下しましたね．さらに，先ほど言いました談合決別宣言が平成 17 年，2005 年 12 月にな

って，どーんと下がりました．これではもう質が確保できないというので，発注者である

国土交通省は，平成 18 年，2006 年から，ダンピング対策を強化しまして，平成 18 年 12

月に，あまりに安い入札は事前に施工体制を厳しく審査するということなどをはじめるよ

うになって，叩き合いが収まってきました．それでもまだ落札率はかなり低い状態は続い

ています． 

また，予定価格の上限拘束があるとこういう弊害も出てきています．今東北でも問題に

なっていますけど，入札不調が起きるんですね．発注者が実勢価格はこの辺と考えて，予

定価格を決めても資材の物価上昇が激しいときとか，あるいは技術者や技能者が不足する

となると，人手がないわけだから単価が上がって，予定価格がそれに追いつかないから，

予定価格を上限にすると契約に至らないわけですね．入札者が誰もいないとか，入札する

者がいても入札価格がすべて予定価格を上回ってしまうという事態が生じる．この図は



2010 年までなので最近の東北の入札不調

は入っていないんですが，この 2005,6 年以

降どーんと増えました．これはやっぱり昔

の指名競争入札の時代ですと，発注者の価

格が安すぎても指名されたら，指名に応じ

て入札して受注に至らないと発注者に睨ま

れて，今後指名してくれなくなってしまう

というような心配もあって，だいたい落札

してくれていたんですね．しかし今は一般

競争ですから，儲からない仕事だと思った

ら手を上げない，あるいは予定価格より上回る入札になってしまう．そうすると契約に至

らない．こういうことが続発することがあります．いろいろ不調・不落対策の手をうって

2008 年度以降少し減ってきました．今は東北では大きな問題になっています． 

 

上限拘束に関わる国会質疑 

この予定価格の上限拘束の問題について，国会筋では問題意識があるのかどうかという

と，最近急速に関心が高まっています．これは国会議事録が今，キーワードで検索できま

す．全ての国会議事録について例えば「予

定価格」，「工事」，それから「上限」とい

う 3つのキーワードを含む議事録が何件ぐ

らいあるかということを全部調べられる

んです．こんな検索をやったのは多分これ

が最初だと思います．そうすると，この赤

い棒グラフが，3 つのキーワードすべてを

含む件数，「予定価格」と「工事」という 2

つのキーワードを含むのがこの緑の棒グ

ラフです．この赤が最近急速に増えていま

す． 

一件ずつ中身も調べました．国会で初めて予定価格の上限拘束を見直すべきだと言った

のは 1993 年，業団体の日建連専務理事です．参議院の建設委員会で参考人として発言して

います．「国際的にみて，建設事業の近代化のために，予定価格の上限拘束を見直してほし

い」というのが最初です．国会議員が言いだしたのは 2002 年からです．2002 年に自民党

の脇雅史議員，今は国対委員長ですが，2002 年に発言しています．そして 2005 年に民主

党の阿久津幸彦議員が同じようなことを言っています．そのように国会議員の発言も増え

てきています．こういったキーワードを含む議事録の件数が増えたり，減ったりしている

のは，いろんな出来事に関係しています．道路工事執行令が失効すると増えたり，会計法



改正の議論のときに増えたり，一般競争入札を導入しようとするときとか，品質確保法が

できる前後とか，関係があると思います． 

先ほど言いました脇雅史議員が，平成 19

年に，「なぜ予定価格の上限拘束を持たせて

いるのか」，「価格は市場が決めるものじゃな

いのか」という質問をしました．これに対し

て財務省は，「予算の範囲内で年度内の支出

が行われることを統制するためには必要不

可欠である．もし都合悪ければ，予定価格等

を変更して再度入札をやり直したりすれば

いいんだから，予定価格の上限拘束があるか

らといって，適正な契約を阻害しているわけ

ではない．」というようなことをいまだに言っています．日本だけがなぜ予定価格制度が必

要なのか，ということがこれじゃ説明になっていない．それに，入札をやり直すなんてこ

とは現実に事務的には難しいでしょう． 

 

土木学会公共事業改革プロジェクト小委員会の活動 

こういう問題意識もあって，一番最初に言

いましたように，土木学会では，公共事業改

革プロジェクト小委員会というものを設け

まして，私が委員長になって，建設マネジメ

ント委員長の小澤一雅先生にも入っていた

だいて，こういうメンバーで 1 年半ぐらいか

けて議論しました．そして，その結論を昨年

8 月にまとめました． 

基本的な考え方としては，公開の原則はこ

れはもう今更後戻りできないということで，

入口はオープン．品質確保はこれは欠かせな

い．そして，民間技術の活用．発注者はオー

ルマイティではないんだから，民間の技術を

どんどん活用しようということです．そして，

農耕民族的，信用や実績，これは堂々と重視

しようということです．長いお付き合いを重

視するという日本ならではの発想を，日本人

はどうも遠慮しがちですがこれを大事にし

たい．欧米にはこういう発想は元々なくて，



一見限りのビジネスということで，入札の時に競争して安くしてくれればいいという発想

でした．しかし，そういう発想でいくと，あまりに手抜き工事をされたりとか，あるいは

変更契約でぼったくられるとか，いろいろとトラブルが続出して，裁判にかかる費用ばか

り増えてしまうといわれることもありました．そして今や，この信用や実績を重視すると

いうのは世界中の潮流になってきました． 

日本では昭和 42 年以来，工事成績評定というのを工事の発注ごとにつけています．そし

て将来の発注のためにそれを活用するということを日本はいち早くしていました．今では，

欧米も日本の真似をしてアメリカもフランスもイギリスも多くの国で最近では，成績を記

録に残しています．長いお付き合いを大事にするというのは，元々日本の考え方でしたが，

国際標準になりつつある．日本は自信をもって実績重視，成績重視の調達をやればいい． 

そして，調達という買い入れの行為は，売り払いとは別の扱いとして，多様な調達方式

を可能にしたいと考えます．外国並みに多様な調達方式を可能にしたいですね．そして，

予定価格の厳格な上限拘束というのは見直したい．それから，交渉方式というのは日本以

外のどこの国にもある制度ですから，これがないのはおかしい．これは是非入れたいと思

います．最初に言いましたが，変更契約とか随意契約のように相手が一社であれば，これ

は交渉で価格を決めるしかないですね．だって対等なんですから．一方の側がここまでし

か出さないというのでは，契約が成り立たない可能性があるわけです．だから交渉を認め

るのは当たり前のことです．次に，落札基準の見直し．ベスト・バリュー・フォ・マネー

を原則にしたい．要は目先の価格が一番安ければ良いというのではなくて，橋にしたって

道路にしたって 50 年 100 年使うわけですから，ライフサイクルで総合的に最も経済的なも

のがいいということを原則にしたい．海外の国の多くは，これが原則になっています．そ

れから，実情に即した落札価格の制限，ダンピング対策をきっちりとやらないといけない．

それから，経営力と技術力を分けて企業評価を行えるようにしたい． 

これは今までちょっと説明を省いていましたけども，どこの国も発注する時に企業を事

前に審査するのが一般的ですね．その時に企業の経営力とか技術力というのを点数化した

りして評価します．日本の場合は各企業を，経営事項審査点数という客観点と主観点を足

し算して合計点が大きいほうから順番に並べて，A，B，C とかのランクに格付けします．

日本の場合はこの経営力と技術力という全く次元の違うものを合計しています．例えば年

収と体重を足しているようなものですね．経営力・財務力の面から履行能力をチェックし

たいならそういうものを表す指標でチェックしないといけない．技術面の履行能力をチェ

ックしたいなら技術力を表す指標が必要です．これをちゃんと分けて評価できるようにし

ましょう，ということを言っています． 

 

公共事業調達法の提案 

具体的な法律の提案ですが，詳しくお知りになりたい方は土木学会の建設マネジメント

委員会のホームページから PDF ファイルをダウンロードできます．「公共事業改革プロジ



ェクト小委員会報告書」というのを押せばこ

れが出てきます． 

まず，法律の目的をこのように書きました．

会計法には何もこんなことは書いていない

んですね．会計法は安ければいいという発想

ですから．しかし，この提案では，目的をち

ゃんと書きました．「透明性のある手続きの

もとに競争性と公正さを尊重し」，これは外

国の公共調達法を調べたらどこもこういう

趣旨のことを書いています．それから「品質，経済性，効率性及び適時性を確保する」，こ

れも書いている国が多いですね．そして，「建設コンサルタント，測量業，地質調査業等及

び工事を請け負う建設業等の健全な発達を図る」，これは世界中調べた限りでは，どこの国

にも公共調達法には書いていなかったですね．でも，こういう建設業法的な目的，業界の

健全な発展というのも日本の場合入れていいんじゃないかと思います．建設産業界の健全

な発展がなければ，いざ大災害が起きた時に，大津波がきた時に，東北でやったような道

路の啓開だってできない．復旧・復興もままならないじゃないですか．建設産業・建設技

術が健全に残っていなければ． 

そして適用の範囲です．今日本の場合，国

の調達ルールは会計法に定めています．地方

公共団体の調達ルールは地方自治法に定め

ています．でもヨーロッパの国々は全部一本

です．公共調達法一本です．一本の法律に国

と地方公共団体両方の調達ルールを定めて

います．アメリカはちょっと違います．さす

がに各州が国のような位置づけですから．基

本的に州政府は州法，連邦政府は連邦法でル

ールを定めています．ただし，アメリカですら，国の補助金による州の事業などは連邦法

で縛っています．さらに，各州が法律をつくるときに参考にできるように，アバ（ABA），

アメリカンバーソシエーションという全米弁護士協会というのが公共調達法の雛形をつく

っています．ほとんどの州がそれに準じていますので基本的には各州も連邦と同じような

調達方式です．私たちの案としては，日本はヨーロッパに準じて国も地方も同じ法律一本

でやった方が良いという考え方を取りました． 

そして，日本の会計法，地方自治法では，一般競争入札，指名競争入札，随意契約の 3

種類の調達方式となっていますけど，この指名競争入札をいわゆる欧米でいうセレクティ

ブ・テンダリングとかリストリクティブ・テンダリングという公募型，入口オープンとい

うのを原則にしました．非公募型というのは，日本の場合このいわゆる「従来型指名競争



入札」は選択肢としては残すことにしまし

た．全く小さな工事や市町村の発注では，

企業を発注者が指名して競争に付すとい

う方式をなくしてしまうのはどうかと考

えますので，残すという提案にしました． 

そして交渉方式については，当然入れる．

これは従来日本で言っている随意契約も

含めることにしました．建設コンサルタン

トの調達などは，もう原則としてすべて交

渉方式によるべきと考えます．そして難易

度の高い工事，デザインビルドとか．そういうのは競争的対話方式．交渉，ネゴシエーシ

ョンを使う競争的対話方式をちゃんと位置づけようということです． 

そして，落札基準は原則として②の「経

済的に最も有利な入札」とする．日本の会

計法では，①の「最低価格入札」が原則で

したが，経済的に最も有利，つまり総合的

に評価して落札者を決めるというのを原

則にする．これはもう世界の潮流です．ヨ

ーロッパだけでなく，アメリカもそういう

ふうに変わってきています．そして，工事

については，よっぽど特別な場合を除いて

全部②とする．サービスについてもよっぽ

ど定型的なもの以外は②という考え方です． 

そして，価格の上限下限をどうするのか，

ということについては，図の下，②を先に

説明します．下の②が従来からの日本のや

り方です．発注者が契約価格の上限を設定

することができる．一応ケースとしてこれ

までのやり方を残しておこうということ

です．一挙にすべてが①に移行すると大混

乱しますから．で，この②の場合には契約

価格の下限を設定することができるとし

ています．従来地方公共団体が設定してい

る最低制限価格を設けて良いとしています．従来型のものも一応選択肢としては残すとい

うことです．しかし，原則は図の上の①のやり方です．上と下に審査基準の価格を設けて，

異常に高い入札，それから異常に低い入札を審査できるように審査基準を設けていいとい



うことにしました．異常に高いもの，異常に低いものについては審査して，その入札を無

効にすることができる．必要な場合は交渉することもできる，としました．こういうこと

で非常に弾力的にやり方を選択できるよう

にしました．まあ現実の運用はちょっとい

ろいろ悩ましいところはあると思いますが，

このように選択肢を増やしました．これで

だいたい世界中でやっている方式を包含す

ることができます． 

そして企業評価方式，これについては（ⅰ）

の企業の経営力，それから（ⅱ）の技術力，

これらそれぞれ 2 つの点から評価するとい

うことです． 

それから次に，発注者の体制です．これ

は従来は国土交通省では，監督官がいて，

受注者と一緒になって「造る」ような立場

が半分残っているようなところがありまし

た．それをもう割り切って，発注者側はあ

くまで「買う」立場になろうということで

す．従来行ってきた監督業務というのは，

どうしても発注者側がやらなければならな

い契約管理とか検査という業務に統合して，

発注者の立場というのを明確にしようとい

うことです．「造る」立場ではないというこ

とです．しかし，それでも発注者は十分な

技術力がなければ，技術力のある企業を選

定できない，受注者の価格が適切かどうか

といった評価ができない，変更契約の時に

ネゴシエーションもできない，成績評定が

できない．それじゃ困るから十分な技術力

を持てということをちゃんと義務付けよう

としています． 

既存の法令との関係については，会計法，

地方自治法に対して公共事業調達法を特別法として位置づけたいと考えています．つまり，

公共事業の調達については，会計法，地方自治法によるのではなく，この新たな公共事業

調達法によるんだということです．そして公共工事の入札契約適正化法や建設業法などい

ろいろな法律がありますが，関係条文は整合を図りましょうとしました． 



国会筋でも超党派で公共調達法をつくろうという動きが出ています．この土木学会の提

言が参考にされるということです．ただ細かいところの制度設計はまだ十分ではありませ

ん．それから，どちらかというと私たちの提案は，大規模あるいは技術的に難易度の高い

工事をイメージして制度設計したものですから，地元中小業者に対して実際に発注する時

にどういうふうにするのか，というきめ細かいところまで詰めていません．ダンピング防

止策もさらに検討が必要です．その辺の研究がまだ不十分ということもあって，土木学会

のこの小委員会を再度この 1 月から再起動して動き出し始めたところでございます． 

こういった取り組みを通じて，公共事

業執行システム全体を見直したいと考え

ています．アニメですから次々画面が動

きますが，まずここの「公共事業予算不

足」というところに「多様な事業手法，

調達手法」をもってくることによって「技

術力重視の調達」をする．そうすると「予

算縮小論」なんて言っているのはむしろ

「予算の効率活用と財源確保」，そして

「公共工事の品質低下」ではなくて「品

質確保」が図れる．そして「優良業者発

展」．そして「地域の防災力確保」と．このように好循環にもっていきたい．「インフラ整

備進捗」を通じて「災害に強い国づくり」．そして「景気回復」，「経済発展」．デフレを克

服してこういう日本を再構築しようというストーリーで進めていきたいと思います．是非

ご支援よろしくお願いします． 

今日お話しした内容について，公共事業調達法の提案については先ほど言いました土木

学会の建設マネジメント委員会からダウンロードできますし，会計法等の全体的な問題に

ついては，特に関心のある方は，部数があまりないんですが，出られる時に受付のところ

に，何冊か私の論文があります．特に興味ある方は，分厚いですが，持ち帰って頂ければ

と思います． 

以上で私の話を終わります．ご清聴ありがとうございました． 

 

 


